
徳
島
県
訓
令
第
九
号

庁

中

一

般

東

部

各

局

各

セ

ン

タ

ー

等

各

総

合

県

民

局

県
庁
総
合
サ
ー
ビ
ス
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
運
営
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

県
庁
総
合
サ
ー
ビ
ス
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
運
営
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

県
庁
総
合
サ
ー
ビ
ス
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
運
営
規
程
（
平
成
十
二
年
徳
島
県
訓
令
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
中
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
機
器
」
を
「
通
信
機
器
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
を
次
の
よ
う
に

改
め
る
。

三

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
管
理
者

企
画
総
務
部
情
報
政
策
課
長
を
い
う
。

第
二
条
第
四
号
及
び
第
五
号
を
削
り
、
同
条
第
六
号
中
「
、
同
規
則
第
四
条
第
二
号
に
規
定
す
る
東
部

各
局
、
同
条
第
三
号
に
規
定
す
る
セ
ン
タ
ー
等
並
び
に
同
条
第
四
号
に
規
定
す
る
総
合
県
民
局
」
を
「
並

び
に
同
規
則
第
四
条
第
二
号
に
規
定
す
る
出
先
機
関
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
四
号
と
し
、
同
条
中
第

七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
五
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

六

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
通
信
機
器

県
庁
総
合
サ
ー
ビ
ス
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
成
す
る
全
て
の
通
信
機
器

を
い
う
。

七

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

職
員
が
利
用
す
る
た
め
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
管
理
者
が
設
置
し
た

県
庁
総
合
サ
ー
ビ
ス
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
成
す
る
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
い
う
。

八

利
用
承
認
装
置

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
管
理
者
が
県
庁
総
合
サ
ー
ビ
ス
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
利
用
を
承
認

し
た
サ
ー
バ
、
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
プ
リ
ン
タ
等
の
装
置
を
い
う
。

九

デ
ー
タ

県
庁
総
合
サ
ー
ビ
ス
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
で
取
り
扱
う
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁

気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
た
記
録
を
い

う
。
）
を
い
う
。

第
三
条
第
一
項
中
「
及
び
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
機
器
」
を
「
並
び
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
通
信
機
器
及
び
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
当
該
シ
ス
テ
ム
」
を
「
当
該
業
務
シ
ス
テ
ム
」
に

改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
、
そ
の
設
置
し
て
い
る
端
末
装
置
の
維
持
管
理
を
行
い
」
を
削
り
、
「
努
め
る

」
を
「
努
め
る
と
と
も
に
、
利
用
承
認
装
置
を
設
置
し
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
維
持
管
理
を
行
う
」
に
改

め
る
。

第
四
条
の
見
出
し
中
「
へ
の
協
議
事
項
」
を
「
の
承
認
を
要
す
る
事
項
」
に
改
め
、
同
条
中
「
協
議
し

な
け
れ
ば
」
を
「
協
議
し
、
そ
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
端
末
装
置
」
を
「

利
用
承
認
装
置
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
端
末
装
置
」
を
「
利
用
承
認
装
置
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
県
庁
総
合
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
」
を
「
県
庁
総
合
サ
ー
ビ
ス
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
一
項
第
一
号
中
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
機
器
」
を
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
通
信
機
器
及
び
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
端
末
装
置
」
を
「
利
用
承
認
装
置
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
み
だ
り
に
」
を
削
り
、
「
き
損
し
て
は
」
を
「
毀
損
し
て
は
」
に
改
め
る
。



第
十
一
条
中
「
県
庁
総
合
サ
ー
ビ
ス
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
」
を
「
職
員
は
、
県
庁
総
合
サ
ー
ビ
ス
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
及
び
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
機
器
」
を
「
並
び
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
通
信
機
器
及

び
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
及
び
同
条
第
二
項
中
「
端
末
装
置
」
を
「
利

用
承
認
装
置
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


